
１．実質赤字比率
　（１）概　要

　（２）算出式

※1

※2

　（３）境港市の場合

【単位：千円】

①

②

③

④

※１ 赤字のときは、計（①＋②）の欄が負（▲の表示）の値となり、比率が生じます。

※２ 赤字ではないので、比率は数値化せず、「－」で表記しています。

健全化判断比率及び資金不足比率の詳細

「実質赤字」とは、「繰上充用額＋支払繰延額＋事業繰越額」で算出し、算定上は、実質収支
額の赤字を表す負の表示（マイナス又は▲）をとったものを用います。

地方税、普通交付税をはじめとする地方公共団体が自由に使える財源（一般財源）の標準的
な規模を示す指標です。

※１

※２
＝

普 通 会 計 の 実 質 赤 字
標 準 財 政 規 模

増減（H24－H23)

433,285

339

▲ 276,476

実 質 赤 字 比 率

Ｈ２３年度決算
会　　　　計　　　　名　　　　等

　　－ ※２

Ｈ２４年度決算

▲ 339

　普通会計（境港市の場合は、「一般会計」と「高齢者住宅整備資金貸付事業費特別会計」）の赤字の程度
を指標化したもので、地方公共団体の中心的な会計の財政運営の深刻度を示すものです。

　平成２４年度決算に基づく「実質赤字比率」は、前年度同様に対象となる会計（一般会計、高齢者住宅整
備資金貸付事業費特別会計）が黒字であったために比率は生じません。
　なお、算出基礎及び前年度比較は次のとおりです。

一　　　　般　　　　会　　　　計

高齢者住宅整備資金貸付事業費特別会計
分
子

実　　質　　収　　支　　額

156,809

0

156,809

7,993,062

433,624

8,050,144

※２ 　　－

計（①＋②）　※１

　　－実質赤字比率（③／④）

分
母

標　　準　　財　　政　　規　　模

▲ 276,815

▲ 57,082

－　1　－



２．連結実質赤字比率
　（１）概　要

　（２）算出式

※

※ 連結実質赤字額も算定上、赤字を表す負の表示（マイナス又は▲）をとったものを用います。

　（３）境港市の場合

【単位：千円】

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

※１

※２ 赤字のときは、計（①～⑨の合計）の欄が負（▲の表示）の値となり、比率が生じます。

※３ 赤字ではないので、比率は数値化せず、「－」で表記しています。

32,189

▲ 23,485

▲ 27,945

連 結 実 質 赤 字 額

標 準 財 政 規 模
＝連 結 実 質 赤 字 比 率

103,358

市場事業費特別会計 ▲ 1,415

404,365

分
　
　
　
子

分
母

標　準　財　政　規　模 8,050,144

計（①～⑨の合計）　※２

▲ 8,214

土地区画整理費特別会計　※１ ▲ 11,900 0

下水道事業費特別会計 0 0

32,209

後期高齢者医療費特別会計

▲ 54,089

985 835

会　　　　計　　　　名　　　　等

156,809

　平成２４年度決算に基づく「連結実質赤字比率」は、一部の会計で資金不足等が生じ赤字となっています
が、市全体としては黒字であったために、前年度同様に比率は生じません。
　なお、算出基礎及び前年度比較は次のとおりです。

0

介護保険費特別会計

一　　　　般　　　　会　　　　計 ▲ 276,476

▲ 339

▲ 57,082

国民健康保険費特別会計 32,189

433,285

339

0

駐車場費特別会計

増減（H24－H23)

連結実質赤字比率（⑩／⑪）

▲ 77,574

4,264

7,993,062

　地方公共団体の会計は、普通会計のほかに、料金収入等を主な財源として事業を実施している公営企業
会計など複数の会計がありますが、それらすべての会計の黒字額（又は剰余額）や赤字額（又は資金不足
額）を合算し、地方公共団体全体の赤字（資金不足）の程度を指標化したもので、地方公共団体全体として
の財政運営の深刻度を示すものです。

　　－ 　　－

高齢者住宅整備資金貸付事業費特別会計

0

▲ 11,900

6,799

▲ 301,007

150

実 質 収 支 額 又 は 資 金 不 足 額 ・ 剰 余 額

Ｈ２４年度決算 Ｈ２３年度決算

土地区画整理費特別会計の決算額は、繰上充用額548,826千円ではなく、繰上充用額から土地売却収
入見込額（保有する土地の資産価値）536,926千円を差し引いた額としています。

※3 ※3 　　－
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３．実質公債費比率
　（１）概　要

　（２）算出式

※ 1 実質公債費比率は、１年ごとに算出し、直近３か年分を平均したものになります。
※ 2
※ 3 準元利償還金：次のもの

Ａ：
Ｂ： 一般会計の繰出金のうち、公営企業会計などの公債費に充てたと認められるもの
Ｃ：

Ｄ： 債務負担行為（注１）に基づく支出のうち公債費に準ずるもの
Ｅ： 一時借入金の利子

※ 4 特定財源：上記の※２と※３の財源となる特定の歳入（収入）
※ 5 元利償還金・準元利償還金のうち基準財政需要額算入額：次のとおり

（注１）

　（３）境港市の場合

【単位：千円】

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｅ

※前年度報告数値（Ｈ21決算～Ｈ23決算の平均）は、１７．２％

＝実質公債費比率
　　　　　　　　※１

（元利償還金[※２] ＋ 準元利償還金[※３]） － （特定財源[※４] ＋
元利償還金・準元利償還金のうち基準財政需要額算入額[※５]）

標準財政規模－
元利償還金・準元利償還金のうち基準財政需要額算入額[※５]

▲ 57,082

1,278,177 ▲ 21

16.87192 0.16499

1,278,198当該年度に基準財政需要額に算入された公債費等

当該年度（単年度)の実質公債費比率（分子①／分母②）％

7,993,062

16.67779 16.70693

8,083,069 8,050,144標　準　財　政　規　模

1,281,723

実質公債費比率（3か年平均：小数点以下2位切捨て)％ 16.7

▲ 21

分
母

6,801,346 6,771,946 6,714,885 ▲ 57,061

分
 

子

1,134,314

1,281,723

▲ 52,435

791,862 35,654

105,354 ▲ 14,941

1,5461,132,930

H22年度決算 H23年度決算

公営企業会計への繰出金のうち公債費充当額

債務負担行為などそのほか公債費に準ずるもの

1,660,707 1,664,528普通会計の元利償還額（繰上償還等は除く)

119,700

1,131,384

元利償還金：普通会計元利償還金

満期一括償還地方債の１年当りの元金償還金に相当する額（年度割相当額）

加入する一部事務組合への負担金などのうち、一部事務組合などの公債費に充てたと
認められるもの

H24年度決算 増減（Ｈ24-Ｈ23)

　　普通会計の元利償還額に、公営企業会計など他の会計の公債費に対して一般会計から繰出金として支
出するもの、また地方公共団体が構成する一部事務組合の公債費に対して応分の負担として支出するもの
などの公債費に準じた経費を加え、実質的な公債費を算出し指標化したものが「実質公債費比率」で、自治
体の資金繰りの危険度を示すものです。

　平成２４年度決算に基づく「実質公債費比率」は、単年度の比率が公営企業会計に対する繰出金の増加
に加え、分母となる標準財政規模が減少したことから16.9%(対前年度＋0.2ポイント）となりましたが、３か年平
均の実質公債費比率では、一般会計の元利償還額が平成２０年度をピークに減少傾向にあることから、
年々改善してきており、16.7％(▲0.5ポイント）となりました。
　なお、算出基礎は次のとおりです。

120,295

1,612,093

768,231 756,208

　上記の※２と※３のうち普通交付税の交付額の算定の基礎となる「基準財政需要額」に
算入された額

１つの事業や事務がその年度で終了せずに、後の年度でも支出しなければならない場
合、あらかじめ後の年度の支払いを約束したもので、予算で定めたものをいいます。

元 利 償 還 金 等①（Ａ＋Ｂ＋Ｃ－Ｄ－Ｅ）

元利償還金に充当した特定財源額 ▲ 33,247132,601 131,449

基礎となる標準財政規模　②（Ｆ－Ｅ）

当該年度に基準財政需要額に算入された公債費等

98,202

1,278,1771,278,198

－　3　－



４．将来負担比率
　（１）概　要

　（２）算出式

※ 1 将来負担額の内訳

Ａ： 普通会計の地方債残高

Ｂ： 債務負担行為に基づく支出予定額（公債費に準ずるものに限る。）

Ｃ： 普通会計以外の会計の地方債残高のうち、その返済に充たると見込まれる繰出金

Ｄ： 加入する一部事務組合等の地方債残高のうち、応分の返済負担見込額

Ｅ： 普通会計が負担する退職手当支給予定額

Ｆ： 土地開発公社の負債額や制度融資などによる損失補償額の負担見込額

Ｇ： 連結実質赤字額

Ｈ： 加入する一部事務組合の連結実質赤字額のうち、応分の負担見込額

※ 2

※ 3 ※１の支出予定のうち、財源として見込まれる歳入(収入）

※ 4 ※１の地方債残高のうち、普通交付税の基準財政需要額に算入が見込まれる額

　（３）境港市の場合

＝

将来負担額[※１] － （充当可能基金額[※２] ＋ 特定歳入見込額[※３] ＋
地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額[※４]）

標準財政規模－
元利償還金・準元利償還金のうち基準財政需要額算入額

　平成２４年度決算に基づく「将来負担比率」は、市債残高の減少などによる将来負担額の減少（対前年度
▲約6.3億円）及び普通交付税に今後算入される元金償還額の増加などによる充当可能財源等の増加（＋
約2.4億円）により、分子となる数値（将来負担額－充当可能財源等）が約8.7億円減少しました。
　一方、分母となる標準財政規模は約6千万円減少しましたが、分子の数値の改善額が大きいことから、結
果として前年度の比率に比べ、12.0ポイント改善しています。
　なお、算出基礎及び前年度比較は次のとおりです。

　地方公共団体の現時点での実質的な負債（負債の残高などから貯金にあたる基金の残高などを差し引い
たもの）の程度を指標化したもので、将来、財政運営を圧迫する可能性を示すものです。
　負債の残高には、普通会計の地方債の残高のほかに、公営企業や一部事務組合などの地方債の残高の
うち、普通会計で負担するものや地方公共団体がその損失を補償しているものなどがあります。

基金（貯金）の残高のうち、現金相当として保有している額

将 来 負 担 比 率

－　4　－



【単位：千円】

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

K

Ｌ

Ｍ

236,784

102.3 ▲ 12.0将来負担比率（分子③／分母④）％ 90.3

▲ 57,061

8,050,144 ▲ 57,082

1,278,198 ▲ 21

分
母

6,771,946基礎となる標準財政規模　④（Ｌ－Ｍ）

標準財政規模

当該年度に基準財政需要額に算入された公債費等

6,714,885

7,993,062

1,278,177

②
　
充
当
可
能
財
源
等

②小計（Ⅰ～Ｋの計） 18,769,084 18,532,300

13,178,161

4,650,0194,653,211充当可能基金（貯金）額

①小計（Ａ～Ｈの計） 24,833,509

232,30413,410,465
①の市債残高のうち基準財政需要
額への算入見込額

704,120 1,288705,408充当可能特定歳入（収入）

0 0

0 0

3,192

25,464,910 ▲ 631,401

1,785,908 55,534

1,966,310 ▲ 40,861

退職手当負担見込額

設立法人等の負債額等負担見込額

公営企業等の市債残高のうち繰入
見込額

一部事務組合等の負担見込額

8,545,122

連結実質赤字額

一部事務組合等連結実質赤字額
の負担見込額

0

1,841,442

1,925,449

12,437,044 ▲ 355,301

53,183 3,302

8,852,860 ▲ 307,738

369,605 13,663

普通会計の市債残高

債務負担行為に基づく支出予定額

12,081,743

H24年度決算 H23年度決算 増減(Ｈ24-Ｈ23)

分
　
　
　
　
子

①
　
将
　
来
　
負
　
担
　
額

備　　　　　考

普通会計の各年度末残高

こうほうえんコミュニ
ティーホール建設費補
助金など

水木しげる記念館入館
料や市営住宅の使用料
(家賃収入)など×充当
見込率(直近3ヶ年平均）

財政調整基金など基金
（貯金）の各年度末の現
金相当残額

下水道事業など企業会
計残高×繰入見込率
(直近3ヶ年平均）

西部広域行政管理組合
への本市の償還負担見
込額

各年度末で職員が退職
したと仮定した場合の支
給すべき額

土地開発公社の負債と
制度融資の損失補償負
担見込額

各年度末時点の市債残
高のうち、普通交付税の
基準財政需要額に算入
が見込まれる額

6,932,610 ▲ 868,185計　③（①－②） 6,064,425

0

56,485

383,268
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５．資金不足比率
　（１）概　要

　（２）算出式

※1

※2

※3 ※１と※２については法非適用企業の規定。境港市の公営企業は、法非適用企業のみです。

（注１）

（注２） その公営企業の主たる料金収入をいい、使用料の収入（下水道使用料など）のことです。

　（３）境港市の場合

【単位：千円】

※

※

※

資 金 不 足 比 率 ＝
資 金 の 不 足 額 ※１

※３
事 業 の 規 模 ※２

－

－

▲ 562

42,528

－

127,540

616,986

632,460

▲ 15,474

▲ 7,361

95,135

▲ 26,975

41,113

41,675

124,640

＋1.7Ｐ

Ａ／Ｂ

－

3.4%

1.7%

　公営企業経営の健全化の観点からできた指標で、公営企業の事業規模（※）である「料金収入の規模」と
「資金不足の額」を比較し、経営状況の深刻度を示すものです。

　平成２４年度決算に基づく「資金不足比率」は、土地区画整理費特別会計、市場事業費特別会計で資金
不足（赤字）が生じていますが、いずれも経営健全化基準を下回っています。
　土地区画整理費特別会計は、繰上充用額（赤字額：548,826千円）を土地収入見込額（536,926千円）が下
回っているため、資金不足が発生しています。
　また、市場事業費特別会計は、比率のピークであった前年度(19.9%)に比べ、16.5ポイント改善していま
す。
　なお、算出基礎及び前年度比較は次のとおりです。

資金不足
比　　　率(②+③-①-④)

「資金不足の額」とは、「（繰上充用額＋支払繰延額＋事業繰越額＋資産形成以外の目的
で発行した企業債残高）－解消可能資金不足額（注１）」で算出します。
なお、土地区画整理事業（宅地造成事業）は、土地収入見込（保有する土地の資産価値）を
資金不足額から減じることなっています。

「事業の規模」とは、「営業収益に相当する収入の額－受託工事収益に相当する収入の額」
（注２）で算出します。
なお、土地区画整理事業（宅地造成事業）は、「事業経営のための財源規模（繰上充用額＋
市債残高）」がその規模になります。

事業の性質上、事業開始後、一定期間に資金の不足額が生じる等の事情がある場合、資
金不足額から一定額を控除するものです。

歳　 入
決算額

歳　 出
決算額

事業の規模特別会計
の 名  称

決算年度

翌　年　度 土　　　地 資金不足額
繰越財源額 収入見込

Ａ

0

0

下水道事業費
特別会計

H24年度

増　減 0

1,903,691 0

H23年度 2,900 01,779,051

1,903,691

1,776,151

土地区画整理
費特別会計

H24年度 0 536,926

増　減

68,160

H23年度

11,900

11,900

583,852

0 ▲ 46,926

0

1,415

H23年度 0 8,214

H24年度 0

49,889 19.9%

▲16.5ｐ

※資金不足額が生じない場合（Ａ欄が負の値になる場合）は、資金不足額を「０」で表示し、資金不足
比率（Ａ/Ｂ）は、「－」で表示しています。

▲ 6,799

41,261

▲ 373

市場事業費
特別会計

増　減 0

40,888

Ｂ

409,002

397,350

11,652

693,210

757,815

▲ 64,605

① ② ③ ④
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